
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和２年５月２５日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 岡崎つよし ㊞

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

人生１００年時代を見据えて

市長は令和２年度施政方針で長久手市民が「人生１００

年時代」を真に喜べるまちにしていかなければならないと

述べられた。そこで以下３点について市が掲げる主要施策

事業には具体的にどのようなものがあるか。

⑴ 健康寿命について

⑵ 介護予防について

⑶ 高齢者の就労支援について

２

長久手市が目指す市民主体のまちづくりについて

平成２９年に西小校区まちづくり協議会が設立され、市

が洞小校区、北小校区とその流れが続いている。

また、第６次長久手市総合計画や長久手市みんなでつく

るまち条例にも「市民主体のまちづくり」が施策の柱とし

てうたわれているが、まちづくりへの市民の積極的な参加

には時間がかかることが予想される。そこで以下３点伺う。

⑴ 現状の課題はどのようか。

⑵ コロナ禍における市民や自治組織及び市の対策、活動

は今日までの時点でどのようであったか。

⑶ 今後の「市民主体のまちづくり」の中で当面する課題

や進め方はどのように対応するのか。


